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株式会社かんぽ生命保険の新規業務（短期払養老保険）に 
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はじめに 

平成２７年２月１９日、株式会社かんぽ生命保険から新規業務（短期払養老保険）

の認可申請があり、金融庁長官及び総務大臣から当委員会の意見が求められた。 

認可申請の内容は、普通養老保険について、保険期間に比して保険料払込期間を短

く設定できるようにするもので、具体的には、保険期間が１０年から２０年までの普

通養老保険について、５年、１０年又は１５年の保険料払込期間を設定できるように

するものである。 

当委員会における調査審議の結果は、以下のとおりである。 

 

１ 基本的な考え方 

(1) 利用者利便の向上 

郵政民営化においては、利用者利便の向上が重要な目的であり、株式会社ゆうちょ

銀行及び株式会社かんぽ生命保険（以下「金融二社」という。）の新規業務に係る

調査審議においても、この点に十分留意する必要がある。金融二社においては、業

務の展開に際し、民間金融機関として顧客満足を向上させるため、顧客ニーズへの

的確な対応や郵便局における一元的対応を行うことが期待される。 

 

(2) 適正な競争関係 

郵政民営化法改正法により、金融二社の株式完全処分に関しては、金融二社の経

営状況や郵政事業に係るユニバーサルサービス責務の履行への影響等を勘案しつつ、

できる限り早期に処分することとされた。金融二社の株式処分については、日本郵

政株式会社において、関係機関と協議し、平成２６年１２月２６日には、自社の株

式と同時に上場する等の上場方針が発表されたところであり、その明確化に向け、

一定の取組が進められているところである。 

こうした中、民営化を推進するためには、新規業務について、株式市場からの規

律の観点から問題が少ないものは積極的に認めていき、株式市場からの規律の観点

から問題があり得るものは、内部管理態勢の整備状況等について一層の考慮を行う

ことが必要である。 

 

(3) 業務遂行能力・業務運営態勢 

業務遂行能力・業務運営態勢については、これまでの所管官庁における検査監督

等により一定の水準にあるものと考えられるが、申請に係る業務により新たに必要

となる態勢について、民間金融機関として求められる所要の態勢を整備することが

必要である。 
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(4) 経営の健全性の確保 

金融二社においては、株式会社として投資家の信認を得られるよう、財務の健全

性を確保するとともに、厳格なコスト管理態勢の下で効率的な経営が行われるべき

である。その上で、新規業務については、顧客ニーズを的確に反映しつつ、健全経

営の確保に寄与するものとして展開されることが求められる。 

 

２ 「郵政民営化委員会の調査審議に関する所見」（平成２４年９月１９日）の観点か

らの評価 

本件は、普通養老保険の保険料払込期間を保険期間より短く設定できるようにする

ものであり、既存の業務の見直しに該当する。また、養老保険の販売・引受けは、市

場において一般的に提供されている商品・サービスで定型的なものであるとともに、

個人向け商品・サービスであってコア・コンピタンスとの関係が強い業務である。 

 

３ 申請に係る業務の認可に関する考え方 

(1) 業務認可に当たっての考え方 

上記１及び２の観点に基づき、本件新規業務（短期払養老保険）について調査審

議を行ったが、本件は、株式会社かんぽ生命保険の代表的な商品である普通養老保

険について、従来、保険期間にわたり払い込むこととしていた保険料を、保険期間

内の一定期間内に払い込むこととするものである。こうした商品は、民営化以前に

も取り扱われており、その実施について問題はないと考えられる。 

なお、本件により養老保険の貯蓄性が向上することから、貯蓄性を求める顧客

ニーズに応えるものとして、利用者利便の向上の観点から一定の意義があるものと

考えられる。 

 

(2) 業務を実施する場合の留意事項 

金融庁長官及び総務大臣は、申請に係る業務の開始後においても、株式会社かん

ぽ生命保険の業務遂行能力・業務運営態勢が整えられ、利用者保護やリスク管理に

支障がないよう業務展開が進められていることを継続的に確認する必要がある。 

 

４ その他 

金融庁長官及び総務大臣は、株式会社かんぽ生命保険の業務遂行能力・業務運営態

勢について、今回の申請に係る業務を含め、継続的に確認するとともに、その結果に

ついて、当委員会に対し必要に応じ報告されたい。 
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